
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年８月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３広第１２６号 

事故等種類 運航不能（機関損傷） 

発生日時 平成２５年２月１８日 ０９時３０分ごろ 

発生場所 広島県江田島市江田島東方沖 

 広島県呉市所在の小麗女
こ う る め

島灯台から真方位３４１°２.６８海里付

近 

（概位 北緯３４°１６.９′ 東経１３２°３０.１′） 

事故等調査の経過  平成２５年７月２３日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（広島事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

引船 なさみ丸、１９９トン 

１３２４０４、海鳳海運株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、三級海技士（航海） 

機関長、四級海技士（機関） 

 死傷者等 なし 

 損傷 左舷主機の２番シリンダのピストン、シリンダライナ及びクランクピ

ンメタルが焼損、２番シリンダの連接棒が曲損、３番主軸受が焼損、

クランク軸が焼損、シリンダブロックが変形 

 事故等の経過  本船は、船長及び機関長ほか２人が乗り組み、船舶所有者の工務担

当者１人及び造船所関係者１０人を乗せ、中間検査後の海上試運転の

ため、平成２５年２月１８日０８時５０分ごろ、江田島市所在の造船

所を出発し、江田島東方沖に向かった。 

 本船は、江田島東方沖で試運転中、０９時３０分ごろ、左舷主機か

ら異音と白煙が発生したことから、左舷主機を停止し、造船所関係者

が確認したところ、同主機の２番シリンダが異常発熱していた。 

 本船は、引船で造船所までえい
．．

航され、点検の結果、左舷主機の２

番シリンダの焼損等が判明し、修理された。 

気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

その他の事項  左舷主機の３番主軸受は、軸受メタルがずれて２番シリンダへ至る

潤滑油の油孔を閉塞していた。 

主軸受は、定期検査の際、開放して点検が実施されていたが、今回

の中間検査では、受検対象外となっていたことから、点検が実施され

ていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 

不明 



 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

あり 

なし 

本船は、江田島東方沖で試運転中、左舷主機の３番主軸受の軸受メ

タルがずれて潤滑油の油孔を閉塞し、２番シリンダの潤滑が阻害され

たことから、２番シリンダが焼損し、運航不能となったものと考えら

れる。 

３番主軸受の軸受メタルは、定期検査で開放して点検した際、組付

けが適切に行われなかったことから、ずれた可能性があると考えられ

るが、その状況を明らかにすることはできなかった。 

原因 本インシデントは、本船が、江田島東方沖で試運転中、左舷主機の

３番主軸受の軸受メタルがずれて潤滑油の油孔を閉塞し、２番シリン

ダの潤滑が阻害されたため、２番シリンダが焼損したことにより発生

したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・主軸受を開放して点検した際、軸受メタルの組付け状態を慎重に

確認すること。 

 


